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告 示

鳥取県告示第697号

次のように保安林の指定をする予定であるので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の２第１項の規定に

より告示する｡

平成13年12月21日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 保安林予定森林の所在場所

境港市新屋町字川尻前2521の２､ 2522､ 2523､ 2526から2529まで､ 2531から2533まで､ 字寄会前2537､ 2539､

2541､ 2544､ 2548､ 2549､ 2552から2557まで､ 2559

２ 指定の目的

潮害の防備

３ 指定施業要件

(１) 立木の伐採の方法

ア 主伐は､ 択伐による｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 境港市森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

(２) 立木の伐採の限度

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を鳥取県農林水産部森林保全課及び境港市役所に備え置いて縦覧に

供する｡)
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選挙管理委員会告示

鳥取県選挙管理委員会告示第81号

昭和61年鳥取県選挙管理委員会告示第33号 (不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について) の

一部を次のように改正する｡

平成13年12月21日

鳥取県選挙管理委員会委員長 中 村 碩 男

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡

教 育 委 員 会 告 示

鳥取県教育委員会告示第25号

定例教育委員会の会議を次のとおり招集した｡

平成13年12月21日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

１ 日時 平成13年12月25日 (火) 午後１時

２ 場所 鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁教育委員会教育委員室

３ 議題

(１) 鳥取県教育委員会会議規則の一部改正について

(２) その他
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改正後 改正前

１ 病院 １ 病院

施設名 所在地

略

鳥取県中部医師会立三

朝温泉病院

東伯郡三朝町大字山田

690

医療法人至誠会介護老

人保健施設ひまわり

東伯郡関金町大字関金

宿1891－1

略

施設名 所在地

略

鳥取県中部医師会立三

朝温泉病院

東伯郡三朝町大字山田

690

略


